
平成３０年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２１ 府 省 庁 名  農林水産省             

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置の延長（畜産業） 

 

要望内容 

（概要） 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

公害防止に係る法規制・基準等に対応することを目的として事業者が設置する公害防止施設（汚水又は廃液

処理施設）に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を２年間延長する。 

・特例措置の内容 

対象施設に係る課税標準となるべき価格に特例率（１／３を参酌して１／６以上１／２以下の範囲内におい

て市町村の条例で定める割合）を乗じて得た額を課税標準とする。 

 

関係条文 

地方税法附則第 15条第 2項第 1号、地方税法施行令附則第 11条第 5項、 

地方税法施行規則附則第 6条第 12項 

減収 

見込額 

［初年度］   －  （▲234）  ［平年度］  －  （▲570） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 公害防止対策については、昭和 40年代に比べて環境基準達成率が改善するなどの成果を収め、公害防止対

策先進国として諸外国からも高い評価を得ているところであるが、新たな環境負荷物質の科学的解明等に伴

い、今後も対策を講じるべき分野は数多い。また、環境に対する国民の意識の高まりにより、事業者はこれ

まで以上に高度な公害防止対策を講じる必要性に迫られている。このため、事業者の公害防止施設の設置に

対する特例措置を講じることで、事業者の経済的負担を軽減し、公害防止設備の投資促進を図ることにより、

事業者の一層の環境負荷物質低減対策を促進し、産業公害の防止及び良好な生活環境の保全を図る。 

 

（２）施策の必要性 

水質分野においては、水質総量削減、排水規制（暫定排水基準の見直し）、地下水汚染防止規制への対応、

環境負荷物質に係る新たな知見に基づく環境規制の強化等により、事業者の公害防止設備投資に係る負担も

上昇している。このような水質分野における環境規制の強化の動きに対応するため、企業の公害防止設備投

資に係る税制上の優遇措置を行うことで、事業者の水質汚濁防止対策に対する取組を支援し、我が国の環境

対策の推進及び良好な生活環境の保全を図ることが必要である。 

 そのうち畜産業からの排水については、有機物、窒素、リンなどの汚濁物質が多く含まれ、発生量も莫大

であることから、国民の健康維持や環境保全等のため、適切に対応していくことが極めて重要である。 

また畜産業については、水質汚濁防止法において、硝酸性窒素等及び窒素・りん（閉鎖性海域等に係るもの）

の暫定排水基準が設定されているが、いずれも一般排水基準に向けて規制が強化されつつあり、その対応が

必要となっている。さらに、引き続き一定数が存在する簡易対応農家においては恒久的な浄化処理施設を整

備する必要があるほか、着実に進展する農家の規模拡大に伴う浄化処理施設の規模拡大や、硝酸性窒素等の

規制導入以前に整備された施設については窒素除去が可能な浄化施設処理施設への機能向上等が必要である

など、様々な理由により追加的な投資が必要な状況にある。 

飼料価格高騰や輸入畜産物との競合など昨今の厳しい情勢の中で、公害防止設備投資は畜産経営にとって非

収益投資であることから、本特例措置の継続により、畜産経営の経済的負担を軽減し、公害防止用設備の投

資を促進することが必要である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

エネルギー・環境 

環境 

政策の 

達成目標 

環境基本法に基づく環境基準の達成及びその維持により、環境負荷物質の排出抑制、良好な水

環境の保全、環境と経済が両立した経済社会の構築を図る。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

2年間の適用期限の延長を要望。 

同上の期間中

の達成目標 

第 8 次水質総量規制への各業界の適応、暫定排水基準適用業種の一律排水基準適用への暫時見

直し、水質分野における環境負荷物質低減対策の一層の促進を行い、良好な水環境の保全を図

る。 

政策目標の 

達成状況 

環境基本法に基づく環境基準の達成率について、生活環境項目の BOD、CODについては、昭和 50

年頃の環境基準達成率 60%程度と比較して、平成 27年度の環境基準達成率は全体で 91.1%（前

回要望時（H25年度。以下同じ）：87.3%）と高い水準を維持し、また、前回要望時よりも改善し

ており、引き続き、この状況を維持・改善していくことが求められている。 

なお、閉鎖性水域の環境基準達成率については、全体水準よりも依然として低い状況となって

いるが、前回要望時よりも改善している。（H27年度：河川 95.8%（前回要求時 92.0%）、海域 81.1%

（同 77.3%）、湖沼 58.7%（同 55.1%）） 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

平成 30年度（見込）：適用件数 3,419件、取得価格 30,678百万円、減収額 234百万円 

平成 31年度（見込）：適用件数 3,419件、取得価格 30,678百万円、減収額 234百万円 

（経済産業省調べ） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

水質分野の環境基準について、生活環境項目の BOD、COD については昭和 50年頃の全体の環境

基準達成率は 60%程度であったものの、平成 27 年度の環境基準達成率は 91.1%となっており、

水質環境の改善が行われてきた。他方で、新たな環境基準の追加等の規制強化がなされており、

現状の達成率を引き続き維持していくためには、本制度の延長が必要。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

・事業所税の課税標準の特例措置 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

・強い農業づくり交付金  20,174百万円（H29当初予算額） 

共同利用（受益農業従事者 5 名以上）の場合に限り、畜産業に起因する排水や悪臭による周辺

環境への影響を軽減するために必要な浄化処理施設や脱臭施設等を整備する際に一部を助成。 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 68,481百万円（H28補正予算額） 

 畜産クラスター計画に定められた中心的な経営体の収益性の向上や畜産環境問題への対応に

必要な施設整備をする際に一部を助成。 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

上記の補助事業には共同利用等の要件があるため（共同利用の家畜排せつ物処理施設を利用

する畜産農家は 15%程度に留まる）、浄化処理施設の整備に当たってはこれらの事業の活用は容

易ではないことから、本措置により汚水処理施設等の整備を促進する必要がある。 

また補助事業の活用は初期投資の低減に寄与するが、本措置はランニングコスト低減に寄与す

るものであり、両者を併用することにより、さらなる汚水処理施設整備の促進が図られる。 

要望の措置の 

妥当性 

環境対策設備の導入は事業者が取り組むべき課題の一つであるものの、環境規制は年々厳し

くなっており、その都度、事業者には設備導入等の負荷がかかる側面がある。加えて、環境対

策設備の導入は幅広い業種に求められており、かつ、非収益設備であること、また畜産経営の

太宗を家族経営または中小規模の企業経営が占めることから、環境規制の円滑な施行の観点か

ら、税制優遇による措置が必要である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

【過去５年間の実績】 

平成 24年度：適用件数 7,794件、取得価額 83,500百万円、減収額 636百万円 

平成 25年度：適用件数 5,266件、取得価額 38,738百万円、減収額 295百万円 

平成 26年度：適用件数 7,363件、取得価額 46,266百万円、減収額 352百万円 

平成 27年度：適用件数 6,308件、取得価格 47,724百万円、減収額 363百万円 

平成 28年度：適用件数 4,087件、取得価額 18,556百万円、減収額 141百万円 

平成 29年度(見込)：適用件数 3,728件、取得価額 19,260百万円、減収額 147百万円 

（初年度ベース、経済産業省調べ） 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置（地方税法附則第

15条第 2項）462,866,479千円（平成 27年度） 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

水質分野の環境基準について、生活環境項目の BOD、CODについては昭和 50年頃の全体の環

境基準達成率は 60%程度であったものの、平成 27年度の環境基準達成率は 91.1%となっており、

また、前回要望時（87.3%）よりも改善しているなど、水質環境の改善が行われてきた。 

直近５年間の適用件数は年平均約 5,400件程度の実績で推移しており、今後も幅広い業界にお

いて一定の設備の導入が見込まれている。 

前回要望時の 

達成目標 

第 8次水質総量規制への各業界の適応、暫定排水基準適用業種の一律排水基準適用への暫時見

直し、水質分野における環境負荷物質対策の一層の促進を行い、良好な水環境の保全を図る。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

・ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に係る暫定排水基準の適用業種については、暫定排水基準適用

業種は、平成 27年 5月時点で 10業種であったが、現時点までに、9業種まで暫定排水基準

の適用業種を減少させている。（平成 13年度には適用業種は 56業種存在していた。） 

・過去 2年間の適用期間中の適用件数は年平均で約 3,900件となっており、幅広い業界におい

て公害防止設備の導入が進められている。 

・水質分野の環境基準について、生活環境項目の BOD、CODについては、平成 27年度の環境基

準達成率は 91.1%と、前回要望時（87.3%）よりも改善しており、全体として水質環境の改善が

進んできている。 

これまでの要望経緯 

昭和 35年度 創設 

昭和 51年度 地方税法本則から同法附則に移行し、適用期限付きとなり、2 年ごとの適用期限

の延長を行うようになる 

平成 8 年度 非課税から移行（非課税→１／６） 

平成 22年度 軽減税率引下げ（１／６→１／３） 

平成 26年度 軽減税率１／３を廃止し、地域決定型地方税特例措置を導入（特例率：１／３を

参酌して１／６以上１／２以下の範囲内において市町村の条例で定める割合） 
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